
 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度の税制改正では、期間限定で事業承継税制の要件等が大幅に緩和され、中小企業にとって活用しやすい制 

度になりました。さらに補助金の拡充もあり、将来の承継を考えている経営者にとってまさに千載一遇のチャンスです。 

本セミナーでは、佐賀銀行で事業承継に携わられている講師から改正のポイントや実務で注意すべき点を分かりやすく 

解説して頂きます。ぜひこの機会に、将来の事業承継に向けた一歩を踏み出してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※受講希望の方は下記申込書に記入のうえ伊万里商工会議所へお申込み下さい。 

【 申 込 書 】伊万里商工会議所 金融理財部会（FAX：0955-23-3106） 行 

事業所名  参加者名  

Ｅメールアドレス  参加者名  

所 在 地 〒 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

ご記入いただいた情報は、当所からの各種連絡、情報提供のために利用することがあります。 

 

 
佐賀銀行のファイナンシャルア

ドバイザーで、事業承継に携わ

られている講師から、改正のポ

イントや実務で注意すべき点を

分かりやすく解説していただき

ます！ 

 

◆自社株式の承継に係る税負担を実質

ゼロに！  

◆雇用維持要件（雇用 5 年平均 8 割）

が実質撤廃 

◆先代以外の株主からの贈与・相続も対

象に！ 

◆複数後継者の対象化（1人から 3 人ま

でに！）  など 

 

 

【講座内容】 

 

２月２０日（水） 
       １６:００〜１７:３０  

日 時 

伊万里商工会館 4 階 大ホール 
（伊万里市新天町６６３番地） 
 

会 場 

無料 受講料 ５０人 

主 催 

電話・FAX でお申し込みください。 

伊万里商工会議所 金融理財部会 
 

ＴＥＬ: 22-3111  

 

申込先 

【講師】糸山幸久氏 

佐賀銀行 営業統括本部  

営業支援部 副部長 

 
長崎大学経済学部卒業後、1985 年佐賀
銀行入行。2001 年よりチーフファイナ
ンシャルアドバイザーとして、資産運
用・相続・事業承継・不動産有効活用な
どの相談や行員向けの FP 相談業務に従
事。 
また、金融資産運用、事業承継セミナー
などの講演活動も行う。現在、1 級ファ
イナンシャル・プランニング技能士及び
M＆A シニアエキスパートとして活動

中。 

伊万里商工会議所 金融理財部会 

 

定 員 


